
栃木県宇都宮市西2丁目1番18号

株式会社　栃木銀行
取締役頭取　  菊 池　康 雄

株式会社　とちぎんビジネスサービス

株式会社　とちぎん集中事務センター

株式会社　とちぎんカード・サービス

②非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。

該当ありません。

該当ありません。

該当ありません。

該当ありません。

株式会社　とちぎんリーシング

　(１)　連結の範囲に関する事項

　(３)　連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項

第108期　決算公告

　連結財務諸表の作成方針

　(２)　持分法の適用に関する事項

①  持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

　　会社名

④持分法非適用の関連法人等

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。

３月末日　　　　　　４社

② 持分法適用の関連法人等

③持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等

①連結される子会社及び子法人等　　　　　　４社



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
1．

　建　物 　12年～50年
　その他    2年～20年

③

 　過去勤務債務      　その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　 　　により損益処理
　 数理計算上の差異  　各発生連結会計年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）によ
　　　　　　　　　   る定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額
を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てておりま
す。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収
が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は22,226百万円
であります。

(9)役員退職慰労引当金の計上基準
　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、
当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

(6)賞与引当金の計上基準
　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に
帰属する額を計上しております。

(7)役員賞与引当金の計上基準
　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に
帰属する額を計上しております。

(8)退職給付引当金の計上基準
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の損益処理方法は以下のとおりであ
ります。

連結貸借対照表・連結損益計算書　注記事項

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

(4)減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く）

　当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。)については
定額法）を採用しております。

　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結され
る子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。
リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期
間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるも
のは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

(5)貸倒引当金の計上基準

 「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会
銀行等監査特別委員会報告第4号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎
に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き当てております。破綻懸念
先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残
額のうち必要と認める額を引き当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、下記直接
減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を引き当てておりま
す。

　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施してお
り、その査定結果により上記の引当を行っております。

会計処理基準に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法

(2)有価証券の評価基準及び評価方法
　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち
時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価を把握
することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償
却しております。

②無形固定資産（リース資産を除く）



　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金見込額を計上しております。

(13)リース取引の処理方法
（借手側）

（貸手側）

(17)消費税等の会計処理

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（資産除去債務に関する会計基準）

表示方法の変更

（連結損益計算書関係）

1.

2．

3．

4．

 (連結貸借対照表関係）

　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的
として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
　貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は141百万円であります。
　なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先
債権及び延滞債権に該当しないものであります。
　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は5,109百万円であります。

　「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第5号平成23年3月25日）により改正された「銀行法施行
規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式を適用し、前連結会計年度末における「評価・換算差額等」は当連結会計
年度から「その他の包括利益累計額」として表示しております。

　当連結会計年度から「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第41号平成22年9月21日）により改
正された「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」を表
示しております。

注記事項
（連結貸借対照表関係）

(16)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行
への預け金であります。

　当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(15)重要なヘッジ会計の方法
　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を利用しております。なお、金利
スワップ取引で特例処理の適用要件を満たすものについては、金利スワップの特例処理を適用しております。

　当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債
務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日）を適用しております。
　なお、これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

(10)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について、預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるた
め、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

　当行並びに連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平
成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっておりま
す。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属
するものについては、「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号平成19年3月30日。
以下「企業会計基準適用指針第16号」という。）第81項に基づき、その他資産（リース投資資産）に計上する方法に
よっております。

(14)収益及び費用の計上基準
　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
　リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(11)偶発損失引当金の計上基準

(12)外貨建資産・負債の換算基準
　当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

　貸出金のうち、破綻先債権額は2,374百万円、延滞債権額は31,265百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の
取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未
収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに
掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、
元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上
延滞債権に該当しないものであります。
　破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は38,891百万円であります。
なお、1.から4.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。



5．

6．

7．
　担保に供している資産
　　預け金　　　　　　　　　　
　　有価証券　　　　　 　　　
　　その他資産（割賦債権）　　　
　　その他資産（リース投資資産） 百万円
　　その他資産　　　 　　　　  　
　担保資産に対応する債務
　　預金　　　　　　       百万円
　　借用金　　　　　　　　　　　 百万円

8．

9．

10．
11．
12．

13．　１株当たりの純資産額　1,005円37銭
14．

退職給付債務 百万円
年金資産(時価) 百万円
未積立退職給付債務 百万円
未認識数理計算上の差異 百万円
未認識過去勤務債務(債務の減額) 百万円
連結貸借対照表計上額の純額 百万円

退職給付引当金 百万円
なお、当行は、退職給付信託を設定しております。

15．

(連結損益計算書関係)
1.
2.
3.

（追加情報）
　当連結会計年度から「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号平成22年6月30日）を適用しており
ます。

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定
する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定し
た価額」に奥行価格補正及び時点修正等合理的な調整を行って算出しております。
　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評
価後の帳簿価額の合計額との差額　6,866百万円

　1株当たり当期純利益金額　43円35銭

　有形固定資産の減価償却累計額　24,992百万円
　有形固定資産の圧縮記帳額　429百万円
　有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証債務の額は1,580
百万円であります。

　当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。

　銀行法施行規則第17条の5第1項第3号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準）は11.13％であります。

再評価を行った年月日　平成11年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法

1,997
2,093

　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券81,502百万円、手形交換所差入保証金としてその他資産3百
万円を差し入れております。

　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上
規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契
約に係る融資未実行残高は、389,852百万円であります。このうち契約残存期間が1年以内のものが366,030百万円あり
ます。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行
並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約
の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法
人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。

　また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行
内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
　土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評
価差額については、当該評価差額のうち評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に
計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　また、その他資産のうち保証金は852百万円であります。

　手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業
種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国
為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は13,663百万円で
あります。
　ローン・パーティシペーションで、平成7年6月1日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号に基づいて、原債
務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、連結貸借対照表計上額は、300百万円であります。
　担保に供している資産は次のとおりであります。

30 百万円
1,058

△ 25,292

百万円
264 百万円

2,519
2 百万円

12,771
△ 12,520

3,289
△ 1,358

△ 10,589
△ 10,589

　「その他の経常費用」には、貸出金償却3,419百万円、株式等償却5,279百万円を含んでおります。

　連結包括利益計算書における包括利益の金額　1,519百万円



（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

（2）金融商品の内容及びそのリスク

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①

②

③

④

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　当行グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスク、価格変動リスク等の影響を受ける主たる金融商品
は、「貸出金」、「有価証券」、「預金」であります。当行グループでは、これらを含む原則全ての金融商品につい
て、市場リスクに関する定量的分析を行っており、市場リスクの内部管理にＶａＲを利用しております。
　ⅤａＲの算定にあたっては、分散共分散法（信頼区間99％、観測期間240営業日）を採用しております。算定に使
用している保有期間は商品区分により異なっており、「有価証券」のうちの政策投資株式は180日、「貸出金」及び
「有価証券」のうちの仕組貸出及び仕組債は90日、それ以外の金融商品については62.5日としております。なお、非
上場株式については簿価を時価とみなし、時価がＴＯＰＩＸに連動するものと仮定して算定しております。
　平成23年3月31日（連結決算日）現在で、当行グループの市場リスク量（損失の推計値）は、全体で17,233百万円
であります。

　資金調達にかかる流動性リスクについては、資金運用部が、資金繰り表を作成・更新したうえ、経営企画部リスク
管理室に報告しているほか、｢危機管理計画｣により、平常時、懸念時、危機時の流動性準備額を定め、これを上回る
流動性資産を保有していることを常時管理しております。

市場リスクにかかる定量的情報

　当行グループは、「リスク管理基本規程」及び「信用リスク管理規程」の他、信用リスクに関する諸規程に基づ
き、審査部、個人ローン部が個別債務者・案件に対し、与信審査、与信限度額の設定、与信情報管理、保証や担保の
設定、内部格付等の審査・管理を行うことで、個別債務者の信用リスクを管理するとともに、管理部と連携して問題
債権への対応を行う体制を整備し、随時、取締役会、経営会議にて審議、報告を行っております。
　また、有価証券の発行体の信用リスクについては、資金運用部が、定期的に外部格付等の信用情報や時価の把握を
行うことで管理しております。

市場リスクの管理
　当行グループでは、「リスク管理基本規程」及び「市場リスク管理規程」に基づき、市場リスクを適切にコント
ロールするために、当行の体力に見合った市場リスクの限度額を定めており、資金運用部等の業務執行部門におい
て、市場リスク量が限度枠内に収まるように市場取引等の運用を行っているほか、経営企画部リスク管理室が、当行
全体の金利リスク、価格変動リスク、為替リスク等を統括的にモニタリングして限度額の遵守状況等を監視し、その
結果を定期的に取締役会、ＡＬＭ委員会に報告しております。

　外貨建ての資産については、「外国為替取引管理規程」において、資金ポジションの限度額を定めており、実需に
応じてカバー取引を行っております。

資金調達に係る流動性リスクの管理

　なお、当行グループでは、「有価証券」について、リスク計測モデルが算出する日々のＶａＲの値と実際の損益を
比較し、損失がＶａＲを上回った回数によりモデルの有効性を検証するバックテスティングを定期的に実施してお
り、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。但し、ＶａＲは過去
の相場変動をベースとして統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられな
いほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該
価額が異なることもあります。

　当行グループは、主に銀行業務を中心に事業を行っております。これら業務を行うため、主な営業基盤である栃木
県内を中心とした個人預金及び法人預金等によって資金調達を行っております。より多くのお客様から預金をお預か
りし、預金の小口分散化を進めることによる安定した資金調達を基本方針としております。
　資金運用については、地域経済の発展と豊かな社会作りのため、住宅ローンを中心として個人ローンや地元中小企
業及び個人事業主等の育成・支援という地域金融機関としての公共的使命のもと、お客様の幅広い資金ニーズに対応
した融資により行っております。徹底したリテール戦略による底辺拡大を行い、将来にわたる融資基盤造りを行うこ
とを基本方針としております。有価証券運用については、国債・政府保証債・公共債等による安定運用を基本スタン
スとした運用を行っております。デリバティブは、金利リスク及び為替リスク等を効率的に管理する手段として利用
しており、投機的な収益獲得手段としては取扱わない方針であります。

　当行グループが保有する金融資産は、主として国内の個人、事業先に対する貸付金であり、信用供与先の財務内容
の悪化等により債務履行能力に問題が生じ、資産の価値が減少ないし消滅する信用リスクに晒されております。ま
た、一部の連結子会社においては、国内の法人向けにリース債権を保有しており、これについても信用リスクに晒さ
れております。

　また、有価証券については、「有価証券取扱規程｣及び「同要領｣等に従い、資金運用部において投資にあたっての
事前審査を行うほか、期毎に定める有価証券投資計画に基づき運用を行っております。さらに、当行の体力を勘案し
た保有限度額と損失限度額を定め、経営企画部リスク管理室が日次で遵守状況をモニタリングしており、これに抵触
した場合は、臨時のＡＬＭ委員会を開催して対応を協議するなど、市場リスクに対する管理体制を整備しておりま
す。

　有価証券は、債券を中心として株式、投資信託等を純投資目的、満期保有目的及び事業推進目的で保有しているほ
か、商品有価証券については、売買目的で保有しています。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利や市場
価格の変動により資産の価値が変動し損失を蒙るリスクに晒されております。また、外国為替取引に伴う外貨建ての
資産については、為替の変動リスクに晒されております。
　デリバティブ取引は、外国為替取引にかかる為替先物予約取引を行っており、為替の変動リスクに晒されておりま
す。
　負債である預金については、一定の環境の下で支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されて
おります。

信用リスクの管理

　さらに、経営企画部リスク管理室が、業種集中や大口集中等のモニタリングを定期的に行って信用リスクの分散を
図り、モニタリングの結果は定期的に取締役会、ＡＬＭ委員会に報告しております。
　これらの信用リスク管理の状況については、随時、監査部がチェックしております。



2．金融商品の時価等に関する事項
　

(1)現金預け金
(2)有価証券
　　満期保有目的の債券
　　その他有価証券
(3)貸出金

　貸倒引当金（＊）

資産計
　預金
負債計

(＊）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(注1）金融商品の時価の算定方法
資　産
(1)現金預け金

(2)有価証券

(3)貸出金

負　債
○預金

　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定
期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しておりま
す。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以
内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づい
て貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した
金額に近似しており、当該価額を時価としております。
　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、
返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価として
おります。

2,685
2,371,690 2,374,289 2,598

　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。投資信託
は、公表されている基準価格又は取引金融機関等から提示された基準価格によっております。
　自行保証付私募債は、私募債の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規引受を
行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

2,287,937 2,289,612

　平成23年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。連結貸借対
照表計上額で重要性が乏しい科目については記載を省略しております。 なお、時価を把握することが極めて困難と
認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。

（単位：百万円）

差額
計上額
130,097 130,097 －

連結貸借対照表
時価

13,713 13,626 △ 86
623,393 623,393 －

1,621,460
△ 16,973

2,289,612 1,675
1,675

1,604,486 1,607,172

　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満
期のある預け金については、預入期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。

2,287,937

　最近の金融市場の状況を勘案した結果、一部の変動利付国債の時価については、「金融資産の時価の算定に関する
実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第25号平成20年10月28日）を踏まえ、当連結会計年度末は合理
的な見積りに基づき算定された価額としております。これにより、市場価格によって評価した場合に比べ、有価証券
が837百万円、その他有価証券評価差額金が498百万円それぞれ増加し、繰延税金資産が339百万円減少しておりま
す。

　変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積った将来キャッシュ・フローを同利回りに基
づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及びスワプション・ボラティリティが主な価格
決定変数であります。当価額は、情報ベンダーより入手しており、その適切性を検証のうえ利用しております。

　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。

　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異
なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利による
ものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想
定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。



非上場株式(＊1)(＊2)

(注3）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

有価証券
満期保有目的の債券
　うち国債
　　　地方債
　　　社債
　　　その他
その他有価証券のうち
満期があるもの
　うち国債
　　　地方債
　　　社債
　　　その他

貸出金（＊）
　　合　計

(注4）有利子負債の連結決算日後の返済予定額

預金（＊）
　　合　計

（＊）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。

(注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産
(2)有価証券」には含めておりません。

(単位：百万円）
区分 連結貸借対照表計上額

1,686

(＊1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の
 対象とはしておりません。

(＊2) 当連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理しております。

(単位：百万円）

1年以内
1年超 3年超 5年超 7年超

10年超
3年以内 5年以内 7年以内 10年以内

94,299    166,781   185,157   21,157    
1,052     3,310     349       3,000     

19        －

141,034    278       
6,000      －

－ －
2         － － － － －

1,000     1,010     

50        2,300     330       －
－ － － 3,000     

184,808   18,157    

－ －
6,000      －

135,034    278       

40,037    55,294    69,156    2,070     102,677    －

93,246    163,470   

8,538     26,365    36,769    5,695     
44,062    70,111    59,339    9,633     

19,543    758       

10,748     －
17,205     －
4,402      278       

198,305 131,942   182,250   119,654   181,985    669,665   
608       11,700    

323,020    669,943   

（＊）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない33,458百万円、
　　　期間の定めのないもの104,197百万円は含めておりません。

(単位：百万円）

292,605 298,724   367,407   140,812   

1年以内
1年超 3年超
3年以内 5年以内

2,061,742    173,001     53,194      
2,061,742 173,001     53,194      



（有価証券関係）

1．

2．

国債

その他

3.

債券

　その他の証券

債券

　その他の証券

4.

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他

売買目的有価証券（平成23年3月31日現在)
　連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。

当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額(百万円)

売買目的有価証券 0

満期保有目的の債券（平成23年3月31日現在）

種類
連結貸借対照表

時価 差額
計上額

（百万円） （百万円） （百万円）

時価が連結貸借対
照表計上額を超え
るもの

2,031 2,081 50
地方債 2 2 0
社債 1,550 1,566 16
その他 4,000 4,089 89
　外国証券 4,000 4,089 89

小計 7,583 7,739 156

時価が連結貸借対
照表計上額を超え
ないもの

国債 － －

社債 1,130 1,116

　外国証券 5,000 4,770

－
地方債 － － －

△ 13
5,000 4,770 △ 229

△ 229
小計 6,130 5,886 △ 243

合計 13,713 13,626 △ 86

その他有価証券（平成23年3月31日現在）

種類
連結貸借対照表

取得原価 差額
計上額

（百万円） （百万円） （百万円）
株式 1,445 984 460

360,308 355,535 4,772

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

　国債 125,924 124,385 1,539
　地方債 72,063 70,994 1,068
　社債 162,319 160,155 2,164
その他 18,894 18,607 286
　外国証券 18,894 18,607 286

－ － －
小計 380,647 375,127 5,520

株式 26,951 34,801 △ 7,849
197,396 199,554 △ 2,157

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

　国債 143,311 145,093 △ 1,781
　地方債 16,053 16,181 △ 127
　社債 38,031 38,279 △ 247
その他 18,397 20,254 △ 1,857
　外国証券 11,785 12,002 △ 216

6,611 8,252 △ 1,640
小計 242,745 254,609 △ 11,864

合計 623,393 629,737 △ 6,343

当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
（百万円) （百万円) （百万円)

5,434 741 245
245,219 3,047 81
206,649 2,610 81
7,518 82 －
31,051 353 0
1,826 1 199

合計 252,480 3,789 526



5.減損処理を行った有価証券

(1)

 

 ①
②

(2)

(金銭の信託関係)

(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えない
もの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
　

　有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下
落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対
照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下、｢減損処理｣という。)しております。

　当連結会計年度における減損処理額は、5,279百万円であります。

うち連結貸借対照表
計上額が取得原価を

超えないもの

　また、時価が「著しく下落した」と判断するための、株式の減損基準は以下のとおりです。
時価のある株式は、連結会計年度末日における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合は、減損処理を行
います。

また、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落したものについては、以下の場合に減損処理を行います。

過去2年間の平均株価が簿価比30％以上下落し、回復の可能性が認められないと判定した場合。
当該株式の発行会社が債務超過の状態にある場合、または経常利益が2年連続して赤字となり翌年も同様の状
況が予測される場合。

時価のない株式は、1株当たりの純資産額が取得原価と比べて50％以上下落した場合は減損処理を行います。

(百万円) (百万円)
その他の
金銭の信託

8,360 8,360 －

(百万円) (百万円)

－

　その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)（平成23年3月31日現在)

連結貸借対照表
計上額

取得原価 差額
うち連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えるもの

－

(百万円)
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